
各務原市公募型地域の介護予防教室支援事業補助金交付要綱 

（令和元年９月３０日決裁） 

（趣旨） 

第１条 市は、高齢者の加齢に伴う運動器の機能低下の予防及び改善に資するため、

各務原市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱（平成２８年３月３１日決裁）

第３条に規定する一般介護予防事業のうち、介護保険法施行規則（平成１１年厚生

省令第３６号）第１４０条の６４第２号ロに規定する介護予防に関する普及啓発を

行う事業として、指定通所介護事業者（指定居宅サービス等の事業の人員、設備及

び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第３７号）第９３条第１項に規定する指

定通所介護事業者をいう。）、指定地域密着型通所介護事業者（指定地域密着型サ

ービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３４

号）第２０条第１項に規定する指定地域密着型通所介護事業者をいう。）及び指定

第１号通所介護事業者（同要綱第３条第２号に規定する第１号通所事業を行う者を

いう。）（以下「指定事業者」と総称する。）が市内で行う介護予防教室（指定事

業者の職員の指導のもと、参加者が体操その他の運動により安全かつ適正に運動器

の機能向上を図る教室をいう。以下同じ。）の実施に必要な経費に対し、予算の範

囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、各務原市補助金交

付規則（昭和３８年規則第３４号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、

この要綱の定めるところによる。 

（補助対象団体） 

第２条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象団体」という。）は、指定事

業者とする。ただし、暴力団（各務原市暴力団排除条例（平成２４年条例第２号）

第２条第１号に規定する暴力団をいう。）は、補助対象団体となることができない。 

（補助事業） 

第３条 補助事業は、市内で行う介護予防教室で次に掲げる要件を全て満たすものと

する。 

（１）市内全域を対象として、チラシ等（市の了解を得たものに限る。）で介護予防

教室の周知を行い、参加者の申込みの受付及び参加者の決定を行うこと。 

（２）参加者が、指定事業者が当該事業を行う事業所に、定期的に通所して実施する

ものであること。 

（３）参加者が市内に居住する６５歳以上の者又は当該者の支援のための活動に関わ



る者であること。 

（４）参加者が安全に体操その他の運動を行うことができるスペース（３平方メート

ルに参加者数を乗じて得た面積以上をいう。）を確保すること。 

（５）指定事業者の専門職員（理学療法士、作業療法士、介護予防運動指導員、健康

運動指導士、健康運動実践指導者、機能訓練指導員等介護予防に係る活動を指導

できる資格を持った者をいう。）が作成したカリキュラムに則って当該専門職員

が指導すること。 

（６）１回につき１時間以上実施し、１月当たり２回以上定期的に実施すること。 

（７）１回当たり平均１０人以上の参加者がいること。 

（８）介護予防教室の効果を測定するため、参加者に対し、介護予防教室の開始時及

びおおむね６月ごとに別表に定める項目について測定すること。 

（９）参加者に対する傷害保険及び介護予防教室の実施中における事故により発生す

る法律上の損害賠償に対する賠償保険に加入すること。 

（１０）介護予防教室において、政治活動及び宗教活動を行わないこと。  

（１１）介護予防教室を実施する場所において、同時に介護保険法（平成９年法律第

１２３号）に基づく介護サービス（同法第８条第７項に規定する通所介護、同条

第８項に規定する通所リハビリテーション、同条第１７項に規定する地域密着型

通所介護、同条第１８項に規定する認知症対応型通所介護、同条第１９項に規定

する小規模多機能型居宅介護、同法第８条の２第６項に規定する介護予防通所リ

ハビリテーション及び同条第１４項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護

をいう。）又は第１号事業（同法第１１５条の４５第１項に規定する第１号事業

をいう。）を実施しないこと。 

 （補助金の額） 

第４条 補助金の額は、介護予防教室の実施に必要な消耗品費、印刷製本費、報償費、

保険料その他市長が特に必要と認める経費から介護予防教室に係る収入を控除して

得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額）とし、１

事業所当たり１の年度につき、２４万円を限度とする。 

 （補助金の交付申請） 

第５条 補助対象団体が補助金の交付の申請をしようとするときは、規則第４条第１

項に規定する申請書に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。 

（１）各務原市公募型地域の介護予防教室支援事業概要書（別記様式） 



（２）介護予防教室指導者名簿 

（３）介護予防教室のカリキュラム 

（４）傷害保険及び賠償保険に加入していることが分かる書類 

（５）その他市長が必要と認める書類 

（実施報告） 

第６条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了の日から起算し

て１５日を経過した日又は補助金の交付の決定があった年度の３月３１日のいずれ

か早い日までに規則第１１条に規定する補助事業実施報告書に次に掲げる書類を添

えて、市長に提出しなければならない。 

（１）介護予防教室の各実施回ごとの介護予防教室指導者名簿 

（２）介護予防教室の各実施回ごとの介護予防教室参加者名簿 

（３）第３条第８号の規定による測定の結果が分かる書類 

（４）写真その他補助事業の実施状況が分かる書類 

（５）介護予防教室に係る周知の実施状況が分かる書類 

（６）その他市長が必要と認める書類 

（書類、帳簿等の保存期間） 

第７条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整

備し、補助事業が完了した年度の翌年度以後５年間保存しなければならない。 

 （守秘義務） 

第８条 補助事業者及びその従事者は、補助事業の実施に当たり、個人情報の適正な

取扱いに努めなければならない。 

２ 補助事業者及びその従事者は、補助事業により知り得た個人情報を他に漏らして

はならない。その職を退いた後も同様とする。 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

この要綱は、令和元年１０月１日から施行する。 

 

 

 

 



別表（第３条関係） 

項目 内容 

握力 左右の握力を測定し、その平均の数値を測定結果とする。 

５ｍ歩行 ５メートルの距離の歩行時間を測定する。 

開眼片足立ち 

目を開けたまま片足立ちで立っていることができる時間を測定

する。最長１２０秒とし、２回測定した結果のうち長い方の数値

を測定結果とする。 



別記様式（第５条関係） 

 

各務原市公募型地域の介護予防教室支援事業概要書 
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